
新規開設医療機関等管理者の方へ

長崎県では院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる

医療を提供することができることを目的に、医療機関等に対する支

援策を行っております。

新規開設の医療機関等であっても、申請日時点で九州厚生局に保

険医療機関及び保険薬局として登録されていれば、補助対象事業と

して申請可能です。

詳細は長崎県のホームページ（ホーム>分類で探す>福祉・保健>感

染症>感染症対策>医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援

金）をご覧ください。

本事業に係るお問い合わせについては、原則として以下のメール

にお送りください。

メールアドレス s040305@pref.nagasaki.lg.jp

お電話でお問い合わせをされる場合は平日 09:00 から 17:45

までの間におかけください。

問合せ先 医療政策課 医事・医療相談班

        電話 095-895-2464
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医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金

申請に関するお問い合わせついて

お問い合わせについては、原則として以下のメールにお送りください。
　メールアドレス　s040305@pref.nagasaki.lg.jp

　お電話でお問い合わせをされる場合は平日　09:00から17:45までの間におかけください。
　問合せ先　医療政策課　医事・医療相談班　
　　　　　　　　電話　0958952464

※事前にQ&Aをご一読いただいた上で、申請書の作成を行ってください。
1　医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係るQ&A（申請方法編）_8月14日現在［PDFファイル／4KB］
2　医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係るQ&A（対象施設編）_8月14日現在［PDFファイル／8KB］
3　医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係るQ&A（対象経費編）_8月19日現在［PDFファイル／17KB］
4　医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係るQ&A（実績報告、精算編）_8月14日現在［PDFファイル／

4KB］
5　医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業に係るQ&A（財産処分、その他編）_8月14日現在［PDFファイル／

4KB］

事業の目的

　医療機関や薬局、訪問看護ステーション及び助産所において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医
療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行います。※
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と、本事業を

重複して申請することはできませんのでご注意ください。

事業概要

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業概要［PDFファイル／898KB］
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業パンフレット［PDFファイル／2MB］
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第４版）について_支援金抜粋［PDFファイル／232KB］

補助対象事業者及び補助額

補助対象事業者 対象となる要件 補助限度額

病院
申請日時点で九州厚生局に
保険医療機関として登録され
ていること。

200万円+（5万円×病床数）
病床数は令和2年4月1日現在の許可病床数
ただし、増床や新規開設の場合は「申請日時
点」の許可病床数

有床診療所（医科、歯科） 200万円

無床診療所（医科、歯科） 100万円

助産所

申請日時点で長崎市保健所、
佐世保市保健所及び県立保
健所へ開設届を行っているこ
と。

70万円
薬局

申請日時点で九州厚生局に
保険薬局として登録されてい
ること。

訪問看護ステーション
申請日時点で九州厚生局に
指定訪問看護事業者として登
録されていること。

申請期間

申請スケジュール （支援金）［PDFファイル／3KB］

令和２年７月２１日（火）から令和３年２月２８日（日）まで

・初回申請は７月２１日から７月３１日、８月以降は毎月１５日から末日までに国保連に申請してください。

※「WEB申請受付システム」は、７月２５日（土）から受付開始

７月２５日以降、国保連のホームページからご覧ください。

長崎県国民健康保険団体連合会ホームページはこちら　http://www.nagasakikokuho.or.jp/publics/index/170/

申請方法

・原則として、国保連の（１）「オンライン請求システム」　（医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステ
ム）により申請してください。

メニュー

新型コロナウイルス感染症

季節性インフルエンザ

結核

エイズ/性感染症

鳥インフルエンザ

新型インフルエンザ等

風しん

麻しん

エボラ出血熱

中東呼吸器症候群(MERS)
ダニ媒介性感染症

蚊媒介感染症

ジカウイルス感染症

感染性胃腸炎

腸管出血性大腸菌

その他の感染症

新型コロナウイルス感染症に伴

う医療機関への支援

お知らせ

医療機関・薬局等における感染

拡大防止対策支援金

ホーム 目的で探す 分類で探す 組織で探す 地方機関で探す カレンダーで探す 地域で探す
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このページの掲載元

医 療 政 策 課

住所：長崎市尾上町3番1号

電話：0958241111

ファクシミリ：0958952573

このページヘの質問はこちらから

先頭に戻る

・「オンライン請求システム」未導入の医療機関等は、国保連ホームページにある本事業専用の（２）「WEB申請受付システ
ム」により申請してくたさい。

・インターネット環境に対応していない医療機関等は、（３）「電子媒体（CRR等）」により国保連に郵送することも可能です。
（電子媒体による提出も困難な場合は、（４）「紙媒体」を国保連に郵送）

補助金交付実施要領

※現在準備中です。

申請書式等

申請に必要な書式については、以下のリンクよりダウンロードを行ってください。
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援補助金_申請等様式［ZIPファイル／1MB］
医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金申請様式_紙媒体用［Excelファイル／61KB］

※エクセルでのファイル取得が困難な場合は下のPDFファイルをダウンロードしてください。

医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援金申請様式_紙媒体用［PDFファイル／42KB］

※WEB申請用の申請書式を本ホームページよりダウンロードされた場合、エクセルファイルに設定されているマクロが作動
しない場合があります。
　その場合は以下を参照に作業を行ってください。

申請用ファイルが出力されない場合の対処方法［PDFファイル／226KB］

申請にあたっては概算払交付請求書を提出してください。
書式は以下のファイルをダウンロードしていただき、記載例に沿ってご記入の上、次のメールアドレスへ国保連への申請と併
せて記入したファイルをお送りください。
メールでお送りいただく場合の件名は以下のとおりとしてください。
「（医療機関名）_医療機関・薬局等における感染拡大防止等対策支援金関係書類の送付について」

送付先メールアドレス　：　

医療機関、助産所：s040305@pref.nagasaki.lg.jp

薬局　　　　　　：yakumu@ pref.nagasaki.lg.jp

訪問看護事業者　：hokanshien@ pref.nagasaki.lg.jp

概算払交付請求書書式　：　請求書様式（国保連経由で申請分）［Wordファイル／35KB］

このサイトについて 相談窓口 県庁案内 携帯版 サイトマップ アンケート（プレゼント付き）

© 2013 Nagasaki Prefectural. All Rights Reserved.
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